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令和３年度３月 所沢市農業委員会総会議事録 

 

 

開催日時  令和４年３月２５日 午前９時３０分～１１時３０分 

開催場所  所沢市役所 ５０２会議室 

議  案  議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

      議案第２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

      議案第３号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

      議案第４号 農地法第５条の規定による買受適格者証明願について 

      議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

      議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について（農地中

間管理機構） 

      議案第７号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）について 

 

出席委員    １番 池田 正巳  ２番 越阪部 勲   ３番 越阪部 一 

        ４番 内野 喜昭  ５番 糟谷 裕義   ６番 増田 貴雄   

        ７番 池田 稔   ８番 鈴木 浩之   ９番 見澤 幸一  

       １０番 石井 一  １１番 川口 浩   １２番 栗原 茂   

       １４番 石井 進  １５番 水村 英紀  １６番 本橋 与志喜  

       １７番 新井 祥穂 

出席推進委員 １０番 野村 與志次 

欠席委員   １３番 大舘 浩一  

 

 

 農業委員会事務局の進行により、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定

による委員の過半数の出席があることを報告し開会。池田会長のあいさつの後、引き

続き池田会長が議長となり議事を進めた。 

 

 

議 長： 議事に入ります。 

     本日の総会の議事録署名委員に議席番号１４番 石井進委員 １５番 

水村英紀委員を指名いたします。 

 

 

１ 議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」
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事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第１号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は北野二丁目です。地目は登記、現況ともに畑です。

面積は４５２平方メートルです。受人、渡人、耕作面積等は議案書に記載の

とおりです。申請事由は利用権設定している農地について所有権移転をする

ものです。権利事由は売買による所有権移転です。 

     申請番号２番、所在地は大字下富字霞ケ台です。地目は登記、現況ともに

畑です。面積は１，７５５平方メートルです。受人、渡人、耕作面積等は議

案書に記載のとおりです。申請事由は増反によるものです。権利事由は売買

による所有権移転です。 

     申請番号３番、所在地は大字下富字霞ケ台の３筆です。地目は登記、現況

いずれも畑です。面積は３筆合わせて３，６９２平方メートルです。受人、

渡人、耕作面積等は議案書に記載のとおりです。申請事由は増反によるもの

です。権利事由は売買による所有権移転です。 

     申請番号４番、所在地は大字上安松字庚塚の２筆です。地目は登記、現況

いずれも畑です。面積は２筆合わせて３，３２３平方メートルです。受人、

渡人、耕作面積等は議案書に記載のとおりです。申請事由は贈与によるもの

です。権利事由は贈与による所有権移転です。 

     以上の４件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。申請地及び受人の耕作状況について地

区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 続きまして受人の営農状況について地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 受人の居住する久米地区では農地を耕作していないため、営農状況につい

ては分かりません。近隣の農家にも営農状況について尋ねましたが、分から

ないそうです。 

議 長： 申請番号１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１番について、許可でよろしけ

れば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可とします。 

     申請番号２番と３番ですが、関連しますので一括で審議してよろしいでし

ょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２番と３番について審議します。申請地、受人の営農状況及び下

富地区の耕作状況について地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 
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議 長： 続きまして受人の中富地区の耕作状況について地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。 

議 長： 申請番号２番、３番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２番、３番について、許可でよ

ろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番、３番については、全会一致により許可とします。 

     申請番号４番について審議します。申請地、受人の営農状況及び上安松地

区の耕作状況について地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。この申請については、

農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件のすべてを満たすもの

と考えられます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 続きまして受人の牛沼地区の耕作状況について地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。 

議 長： 申請番号４番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号４番について、許可でよろしけ

れば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号４番については、全会一致により許可とします。 

 

 

２ 議案第２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について 

 

議 長： 「議案第２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第２号 農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は大字下富字駿河台です。地目は登記、現況ともに

畑です。面積は６５２平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとお

りです。用途は駐車場です。権利事由は売買による所有権移転です。農地区

分については農地の一団性が１０ヘクタール未満の第２種農地と判断され

ます。申請事由は申請地を買い受け駐車場を設置するものです。なお、本件

は農用地区域の除外案件です。 

     申請番号２番、所在地は堀之内です。地目は登記、現況ともに畑です。面

積は１，４１１平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとおりです。

用途は資材置場です。権利事由は売買による所有権移転です。農地区分につ

いては農地の一団性が１０ヘクタール未満の第２種農地と判断されます。申

請事由は申請地を買い受け資材置場を設置するものです。 

     申請番号３番、所在地は大字中新井字富士見台の２筆です。地目は登記、

現況いずれも畑です。面積は２筆合わせて９９０平方メートルです。受人、
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渡人は議案書に記載のとおりです。用途は資材置場です。権利事由は売買に

よる所有権移転です。農地区分については下水道、ガス管が整備され、半径

５００メートル以内に公共施設等が２つ以上あることから第３種農地と判

断されます。申請事由は申請地を買い受け資材置場を設置するものです。 

     申請番号４番、所在地は大字中新井字富士見台です。地目は登記、現況と

もに畑です。面積は４９５平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載の

とおりです。用途は資材置場です。権利事由は売買による所有権移転です。

農地区分については下水道、ガス管が整備され、半径５００メートル以内に

公共施設等が２つ以上あることから第３種農地と判断されます。申請事由は

申請地を買い受け資材置場を設置するものです。 

     以上の４件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号２番について、意見、質問はありますか。 

委 員： 受人は市外の業者で、申請地から距離があるように思われます。転用の必

要性はあるのでしょうか。 

事務局： 受人は以前より、申請地の近くの土地を資材置場として借りていました。

しかし、土地所有者から返却するように言われており、その代替地を探して

いました。また、受人は所沢市内や東村山市等の東京都多摩地区で事業を行

うことが多いため、本申請について必要性があると考えています。 

議 長： ほかに意見、質問がないようですので、申請番号２番について、許可相当

でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 
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議 長： 申請番号３番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号３番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号４番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号４番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号４番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号４番については、全会一致により許可相当とします。 

 

 

３ 議案第３号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について 

 

議 長： 「議案第３号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」

事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第３号 農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請について」

御説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は大字上安松字供養の２筆です。地目は登記、現況

いずれも畑です。面積は２筆合わせて５３．１８平方メートルです。受人、

渡人は議案書に記載のとおりです。用途は住宅用地です。権利事由は使用貸

借の設定です。農地区分については農地の一団性が１０ヘクタール未満の第

２種農地と判断されます。申請事由は申請地を妻の父から借り受け自己用住

宅敷地として拡張するもので、現在の住宅敷地と合わせますと１９９．１９

平方メートルとなります。 

     申請番号２番、所在地は大字上安松字供養です。地目は登記、現況ともに

畑です。面積は１９８平方メートルです。受人、渡人は議案書に記載のとお

りです。用途は住宅用地です。権利事由は使用貸借の設定です。農地区分に

ついては上水道、下水道が整備され、半径５００メートル以内に公共施設等

が２つ以上あることから第３種農地と判断されます。申請事由は申請地を妻

の父から借り受け自己用住宅を建築するものです。 

     申請番号３番、所在地は大字坂之下字丙明改原です。地目は登記、現況と

もに畑です。面積は１，４２５平方メートルです。受人、渡人は議案書に記

載のとおりです。用途は駐車場です。権利事由は賃貸借権の設定です。農地

区分については高速自動車道のインターチェンジの出入口から３００ｍ以

内にあることから第３種農地と判断されます。申請事由は申請地を借り受け

駐車場を設置するものです。なお、本件は農用地区域の除外案件です。 
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     以上の３件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号２番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番については、全会一致により許可相当とします。 

     申請番号３番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり 

第３種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号３番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号３番について、許可相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３番については、全会一致により許可相当とします。 

 

 

４ 議案第４号 農地法第５条の規定による買受適格者証明願について 

 

議 長： 「議案第４号 農地法第５条の規定による買受適格者証明願について」事

務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第４号 農地法第５条の規定による買受適格者証明願について」御

説明いたします。 

     申請番号１番、所在地は大字荒幡字西内手です。地目は登記、現況ともに

畑です。面積は１６５平方メートルです。申請人は議案書に記載のとおりで

す。用途は駐車場です。権利事由は公売による所有権移転です。農地区分に
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ついては農地の一団性が１０ヘクタール未満の第２種農地と判断されます。

申請事由は、申請地を公売により買い受け、自己用駐車場を設置するもので

す。 

     以上の 1件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されております。事務局説明のとおり

第２種農地と判断されます。農地転用に関する許可基準からみて、許可の要

件をすべて満たしており、転用はやむを得ないものと思われます。審議のほ

どお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１番について、適格相当でよろ

しければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により適格相当とします。 

 

 

５ 議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について 

 

議 長： 「議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」事務局

から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第５号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について」御説明

いたします。 

     申請番号１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆合わ

せて７７４平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新するもので、

契約期間は令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間です。 

     申請番号２番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで

す。所在地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は２，４７２平方

メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４

年４月７日から令和７年４月６日までの３年間です。 

     申請番号３番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，７２１平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月

７日から令和６年４月６日までの２年間です。 

     申請番号４番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，７９８平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月

７日から令和６年４月６日までの２年間です。 

     申請番号５番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで

す。所在地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は３３０平方メー

トルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４

月７日から令和７年４月６日までの３年間です。 
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     申請番号６番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおりで

す。所在地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は４９５平方メー

トルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４

月７日から令和７年４月６日までの３年間です。 

     申請番号７番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は２６７平方メートルです。

以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月１日か

ら令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号８番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は５９６平方メートルです。

以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月１日か

ら令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号９番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野新町二丁目です。現況地目は畑で、面積は１，０１７平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月

１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号１０番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字中富字月野原の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は２筆合わせて３，５３１平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間で

す。 

     申請番号１１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字中富字月野原の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて１，９３６平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、

契約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号１２番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字中富字月野原です。現況地目は畑で、面積は３３１平方メートル

です。新たに使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４月１日から

令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号１３番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字神米金字内出の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は２筆合わせて１，９７３平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間で

す。 

     申請番号１４番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は所沢新町の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて２，５１５平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契

約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号１５番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下富字霞ケ台です。現況地目は畑で、面積は１，６６９平方メー

トルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４月１日

から令和１４年３月３１日までの１０年間です。 
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     申請番号１６番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下富字霞ケ台の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は２筆

合わせて１，７９９平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新する

もので、契約期間は令和４年４月１日から令和１０年３月３１日までの６年

間です。 

     申請番号１７番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字駿河台の２筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は２筆合わせて５，６２０平方メートルの内２，０００平方メートルです。

以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月１日から

令和５年３月３１日までの１年間です。 

     申請番号１８番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字駿河台です。現況地目は畑で、面積は      

４，３７５平方メートルの内１，０００平方メートルです。新規に賃貸借契

約を結ぶもので、契約期間は令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで

の３年間です。 

     申請番号１９番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字下富字雪見原の５筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は５筆合わせて３，９７８平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更

新するもので、契約期間は令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで

の１０年間です。 

     申請番号２０番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下富字雪見原です。現況地目は畑で、面積は３１６平方メートル

です。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月

１日から令和１４年３月３１日までの１０年間です。 

     申請番号２１番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字北岩岡字横松の５筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は５筆合わせて７，６３９平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号２２番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字北岩岡字横松の５筆です。現況地目はいずれも畑で、面

積は５筆合わせて３，３３７平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号２３番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字北岩岡字横松です。現況地目は畑で、面積は１，３２２

平方メートルです。新規に賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４

月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２４番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下新井字南程久保の４筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は

４筆で合わせて４，７１９平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更

新するもので、契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの
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２年間です。 

     申請番号２５番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は大字下新井字武蔵野の３筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は３

筆で合わせて２，４８７平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもの

で、契約期間は令和４年４月１日から令和７年３月３１日までの３年間です。 

     申請番号２６番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字南永井字岾野です。現況地目は畑で、面積は３，８７５

平方メートルの内２，１００平方メートルです。新たに賃貸借契約を結ぶも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間で

す。 

     申請番号２７番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字南永井字岾野です。現況地目は畑で、面積は２，０７５

平方メートルです。新たに賃貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４

月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２８番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は大字南永井字南一本木です。現況地目は畑で、面積は    

２，６１４平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契

約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号２９番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は林二丁目です。現況地目は畑で、面積は８７１平方メートルの内  

８１０平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新するもので、契約

期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間です。 

     申請番号３０番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は林一丁目の５筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は５筆

合わせて７，６４８平方メートルです。以前からの賃貸借契約を更新するも

ので、契約期間は令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間で

す。 

     申請番号３１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所

在地は三ケ島一丁目の３筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は３筆合わ

せて５，１３４平方メートルです。以前からの使用貸借契約を更新するもの

で、契約期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。 

     申請番号３２番、受人、渡人、営農面積、貸借料は議案書に記載のとおり

です。所在地は糀谷です。現況地目は畑で、面積は１，４９５平方メートル

です。以前からの賃貸借契約を更新するもので、契約期間は令和４年４月１

日から令和７年３月３１日までの３年間です。 

     以上の３２件です。 

議 長： 申請番号１番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１番について、決定でよろしけ
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れば挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２番から６番までについては関連しますので一括で審議してよ

ろしいでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２番から６番までについて審議します。地区担当の意見をお願い

します。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２番から６番までについて、意見、質問はありますか。 

委 員： 受人が全て同一ですが、賃貸借契約、使用貸借契約と契約内容が異なるの

は何か理由があるのですか。 

事務局： ２番から６番については、受人は同一ですが渡人が異なるため、渡人の意

向によって契約内容が異なります。 

議 長： ほかに意見、質問がないようですので、申請番号２番から６番までについ

て、決定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２番から６番までについては、全会一致により決定とします。 

     申請番号７番から９番までについて関連しますので一括で審議してよろ

しいでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号７番から９番までについて審議します。地区担当の意見をお願い

します。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号７番から９番までについて、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号７番から９番までについて、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号７番から９番までについては、全会一致により決定とします。 

     申請番号１０番から１４番までについて関連しますので一括で審議して

よろしいでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１０番から１４番までについて審議します。中富地区担当の意見

をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。 

議 長： 神米金、所沢新町地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ
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ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１０番から１４番までについて、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１０番から１４番までについて、

決定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１０番から１４番までについては、全会一致により決定とします。 

     申請番号１５番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１５番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１５番について、決定でよろし

ければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１５番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１６番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１６番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１６番について、決定でよろし

ければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１６番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１７番と１８番について関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１７番、１８番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１７番、１８番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１７番及び１８番について、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１７番及び１８番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号１９番と２０番について関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号１９番、２０番について審議します。地区担当の意見をお願いし
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ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号１９番、２０番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号１９番及び２０番について、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１９番及び２０番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２１番から２３番までについて関連しますので一括で審議して

よろしいでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２１番から２３番までについて審議します。地区担当の意見をお

願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２１番から２３番までについて、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２１番から２３番までについて、

決定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２１番から２３番までについては、全会一致により決定とします。 

     申請番号２４番と２５番について関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２４番、２５番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２４番、２５番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２４番及び２５番について、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２４番及び２５番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２６番と２７番について関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号２６番、２７番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当
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該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２６番、２７番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２６番及び２７番について、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２６番及び２７番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２８番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２８番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２８番について、決定でよろし

ければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２８番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号２９番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号２９番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号２９番について、決定でよろし

ければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号２９番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号３０番と３１番について関連しますので一括で審議してよろし

いでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 申請番号３０番、３１番について審議します。地区担当の意見をお願いし

ます。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号３０番、３１番について、意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、申請番号３０番及び３１番について、決

定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３０番及び３１番については、全会一致により決定とします。 

     申請番号３２番について審議します。地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号３２番について、意見、質問はありますか。 
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     意見、質問がないようですので、申請番号３２番について、決定でよろし

ければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号３２番については、全会一致により決定とします。 

 

 

６ 議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について（農地中間管理機

構） 

 

議 長： 「議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について（農地中

間管理機構）」事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第６号 農用地利用集積計画の利用権設定の決定について（農地中

間管理機構）」御説明いたします。 

     申請番号１番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野一丁目です。現況地目は畑で、面積は３，１２４平方メートルです。

新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの１年間です。 

     申請番号２番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は北野一丁目です。現況地目は畑で、面積は１，９７８平方メートルです。

新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの１年間です。 

     申請番号３番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字中富字武野原です。現況地目は畑で、面積は８３４平方メートルで

す。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約期間は令和４年６月１日から令

和１４年５月３１日までの１０年間です。 

     申請番号４番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字中富字武野原の４筆です。現況地目はいずれも畑で、面積は４筆合

わせて１，１７６平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契

約期間は令和４年６月１日から令和１４年５月３１日までの１０年間です。 

     申請番号５番、受人、渡人、営農面積は議案書に記載のとおりです。所在

地は大字下富字武野です。現況地目は畑で、面積は４，０１６平方メートル

の内２，０００平方メートルです。新規に使用貸借契約を結ぶもので、契約

期間は令和４年４月１日から令和６年３月３１日までの２年間です。以上の

２件です。 

議 長： 議案第６号について関連しますので一括で審議してよろしいでしょうか。 

委 員： 異議なし。 

議 長： 議案第６号について審議します。申請番号１番、２番について北野地区担

当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。 

議 長： 申請番号３番、４番について中富地区担当の意見をお願いします。 
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委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。 

議 長： 申請番号５番について下富地区担当の意見をお願いします。 

委 員： 現地を確認したところ、適切に管理されており、特に問題はないと思われ

ます。農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、当

該計画については、妥当なものと思われます。審議のほどお願いいたします。 

議 長： 申請番号番について、意見、質問はありますか。 

委 員： 議案第６号のような新規就農に関連した制度はいつから開始されています

か？ 

事務局： 担い手塾は、平成２４年から制度として開始されています。またこうした

新規就農に当たっては、就農から７年間補助金が交付されています。 

議 長： ほかに意見、質問がないようですので、申請番号１番から５番までについ

て、決定でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： 申請番号１番から５番までについては、全会一致により決定とします。 

 

 

７ 議案第７号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）について 

 

議 長： 「議案第７号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）につい

て」事務局から説明をお願いします。 

事務局： 「議案第７号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）につい

て」御説明いたします。 

     下限面積（別段の面積）については、農地法第３条第２項第５号に規定さ

れており、農地の売買等、権利移動をする場合の許可要件の１つで北海道を

除く地域では５０アールとなっていますが、その面積は、農地法や農林水産

省令で定める基準に従い地域の実情に応じて農業委員会が設定できること

になっています。 

     また、農業委員会は、毎年、下限面積（別段の面積）の設定又は修正の必

要性について審議することとなっており、所沢市では毎年この３月の総会に

於いて御審議いただいております。 

     このため、令和４年度の下限面積（別段の面積）の設定について以下のと

おり提案いたします。 

     （１）農地法施行規則第１７条第１項について、これは別段の面積を定め

るにあたっての基準で、設定面積未満の農地を耕作している農家数が区域内

の農家総数のおおむね４割を下らないことが規定されています。 

     方針としましては、現行の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行

いません。 

     理由としましては、「農地法関係事務に係る処理基準」がございまして、

その基準に下限面積を設定するにあたり、農林業センサスの調査結果の「経

営耕地面積規模別経営体数」等を活用するとなっております。この調査は５
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年ごとの国勢調査の年に実施しています。直近では令和２年に実施され、そ

の結果では、市内の経営体数は７４２でその内５０アール未満の農地を耕作

している経営体数が１２１で１６．３パーセントとなり、全経営体数の４割

を超えていないため変更は行わないこととします。 

     （２）農地法施行規則第１７条第２項について、これは現に耕作の目的に

供されていない、かつ、引続き耕作がされないと見込まれる農地いわゆる遊

休農地が相当規模存在し、なおかつ、５０アール未満の耕作者が増加するこ

とにより効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないことが規定されてい

ます。 

     方針としましては、現行の下限面積（別段の面積）５０アールの変更は行

いません。 

     理由としましては、令和３年度の農地法第３０条の規定に基づく利用状況

調査では、遊休農地は約１８．２ヘクタールで、市内全体の農地面積は   

約１，７００ヘクタールあり、遊休農地の割合は約１．１パーセントになり

ます。市内の指導対象農地率は、おおむね１パーセントと低い現状であり、

耕作の目的に供されていない農地が相当規模存在していると言えないため

変更は行わないこととします。 

     以上です。 

議 長： 事務局から農地法第３条の規定による下限面積（別段の面積）についての

説明と現行の下限面積５０アールの変更は行わない旨の提案がありました。

意見、質問はありますか。 

     意見、質問がないようですので、現行の下限面積（別段の面積）５０アー

ルの変更は行わないとする事務局提案でよろしければ挙手願います。 

委 員： （全員挙手） 

議 長： それでは、「議案第７号 農地法第３条の規定による下限面積（別段の面

積）について」は、全会一致により現行どおり５０アールとします。 

 

 

８ 報告事項について 

 

議 長： 報告事項について事務局から報告をお願いします。 

事務局： 報告事項について御報告いたします。 

   

     「報告事項１ 農地法第３条の３第１項による所有権移転の届出について」

は、６件の届出がありました。 

     「報告事項２ 農地法第４条の規定による届出について」は、４件の届出

がありました。 

     「報告事項３ 農地法第５条の規定による所有権移転の届出について」は、

１６件の届出がありました。 

     「報告事項４ 農地法第５条の規定による貸借権設定の届出について」は、

１件の届出がありました。 

     「報告事項５ 相続税の納税猶予に関する適格者証明について」は、１件
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の証明をしました。 

     「報告事項６ 農地法第１８条の規定による合意解約の通知について」は、

１件の通知がありました。 

 

     以上です。 

 

議 長： 以上で、すべての議事を終了します。 

 

 川口会長職務代理者により閉会した。 


